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東日本大震災からの復興に向けた宮古商工会議所の取り組みをお伝えします





中小企業庁へ直接意見、要望


　経済産業省 中小企業庁 事業環境部 中石財務課長ほか２名が３月２４日(木)当会議所を訪れ、当会議所から地域の復興に向けた意見、要望を行いました。


　当会議所では当地域の甚大な被害状況を報告し、次の要望を行いました。


　１．当地の甚大な被害を考慮し、復興に向けては既存借入金の返済猶予が絶対に必要である。


　２．被災地における従業員雇用に向けた支援体制の充実が必要である。


　３．国と地域が同時進行で復興に向けた手順を明示することが必要である。





　また、３月３１日(木)には東北経済産業局 佐藤産業部長、経済産業省 中小企業庁 事業環境部 宮本企画課長及び３名が当会議所を訪れ、震災復興施策の方針策定に向けたヒアリングを行いました。


　当会議所からは次の要望を行いました。


　１．事業者は負債を抱えた中で事業活動をしてきた。猶予期間２年とする災害貸付だけでは対応が不足している。政府が責任を持って負債を一時凍結するなどの措置を取り、事業者が災害から立ち直ってから返済するような形でなければ、到底経営再建などできない。返済の必要のない補助金で支援して欲しい。


　２．経営再建できるまで、雇用不安を解消できるような施策が欲しい。


　３．地方自治体が被災事業者へ補助する場合は、交付税での国の補填施策が必要だ。いち早く被災した自治体へ交付金を手当てし、自治体の独自施策への後押が必要である。





復興に向け意見交換を開催


　当会議所では、３月３０日(火)に常議員会、通常議員総会を開催し、復興に向けた情報交換並びに今後の対応について協議しました。


　会議の冒頭、挨拶に立った花坂会頭は、｢当地域は未曾有の被害を被ったが、商工会議所が元気にならないと地域が元気にならない。会議所が地域の復興に向けて先導する｣と力強く震災に立ち向かう決意を表明しました。


　情報交換では、被災状況について各部会の部会長から報告が行われ、市内経済活動への影響の大きさを確認いたました。


　出席議員からは、①水産加工業者の冷蔵庫が被災により鮮魚類の腐敗が進み２次汚染への対策が急を要する。②ホテル等の被災により固定資産税の減免が必要。③被災地支援のための宿泊者へ食料調達が困難などの要望が寄せられました。


　会議終了後、①については急を要することから市水産課から確認したところ、本日処分の許可が下りたとの連絡があり、水産業


部会長を通じて部会員へお知らせしました。また、②については国の法制化へ向けた動きに合わせ市で


は条例の制定を検討しているとのこ


と。③については、調査の上で市内


業者を斡旋いたしました。








日商が全国からの支援を表明


　日本商工会議所（以下｢日商｣と表記）の坪田理事・事務局長、丸山総務部副部長、加藤総務部(組織・運営担当)課長が３月３１日(木)に当会議所を訪れ、当会議所をはじめ被災した各地商工会議所への強力な支援を表明いたしました。


　日商は、岩手県商工会議所連合会へ震災見舞金を送ったほか、全国の商工会議所へ働きかけ義援金１０億円を目標に募集活動を開始。３月１７日に開催された日商会員総会では、当会議所が提唱する『商工会議所が元気にならないと地域が元気にならない』とのメッセージを全国へ訴えました。


　当会議所からは、地域の事業者が再び立ち上がるためにも、貸付金ではなく補助金が必要。特に被害の大きい田老地区で地元商業者に働きかけ、仮設店舗の立ち上げを急いでいる。このほか、宿泊事業者の固定資産税の減免措置、地方自治体が制度資金に対する利子補給を行う場合の国の支援などの会員要望が寄せられていることを伝えました。





田老地区復興へ準備を加速


　当会議所は、甚大な被害を被った田老地区における復興の準備を急いでいます。４月１日には、津波で流出した当会議所田老支所会館に替わり、市の田老総合事務所内に田老支所を開設し復興の拠点を確保しました。また、各店舗の自力復旧が困難なことから、グリンピア三陸みやこへの仮設住宅整備に合わせて、同敷地内への仮設店舗の設置を進めるため、関係機関に仮設店舗の設置を働きかけ、田老地域の事業者に対し事業の協同化を提案し、４月７日(木)から意見交換を進めています。


　会議には、岩手県より菊池沿岸広域振興局副局長、宮古市より上屋敷田老総合事務所長、天坂商業観光課主査も出席し、花坂会頭は「経済を復興させるのが生かされたわれわれの務め。従来の形に戻るのは１０年、２０年の期間が必要だが、まずは第一歩を踏み出さなければいけない」と


述べ、仮設住宅の入居が始まる


５月上旬の開店を提案しました。


提案を受けた事業主からは異論


は出ず、事業実施に向け今後の


協議を進めて参ります。








お知らせ





岩手県火災共済㈿相談会


　今回の地震、津波において全壊、半壊の被害を受けられた契約者様の相談会を下記日程で開催します。ご都合のよい日時、会場にお越し下さい。


１．日時・場所


　田老地区　４月２０日(水)９：００～１７：００


　　　　　　宮古市田老総合事務所３階会議室


　宮古地区　４月２１日(木)９：００～１７：００


　　　　　　４月２２日(金)９：００～１７：００


　　　　　　宮古商工会館３階大会議室


【お問い合わせ先】


宮古商工会議所事業推進課　電話６２－３２３３





アクサ生命共済制度保険料


　アクサ共済制度保険料振替について３月２２日が振替予定日でしたが、突然の震災で口座引落しの処理ができずご迷惑をお掛けいたしました。


　次回、４月２１日(木)の振替日に４月分と５月分の掛金を合わせてお引き落としさせて頂きたくお知らせいたします。


　なお、このたびの震災では災害救助法の適用により、特別措置としてご契約者様のお申し出により猶予期間を最長６ヶ月延長することができます。


【お問い合わせ先】


宮古商工会議所事業推進課　電話６２－３２３３





プレミアム商品券発行は延期します


　３月１５日に発行を予定した｢みやこプレミアム商品券｣については、震災の影響により発行を延期することといたしました。


　みやこプレミアム商品券発行事業実行委員会において、実施の時期等を検討したうえで、改めてご案内いたします。


【お問い合わせ先】


宮古商工会議所事業推進課　電話６２－３２３３








